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ト
レ
ン
ド・リ
ポ
ー
ト

●
は
じ
め
に

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
「
首
都
」
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
最

大
の
国
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局

が
存
在
す
る
街
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、

そ
の
地
位
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ブ
リ
ュ

ッ
セ
ル
と
は
全
く
異
な
り
、
ジ
ャ
カ
ル

タ
が
果
た
す
役
割
は
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
。

他
方
、
最
近
の
変
化
に
着
目
す
れ
ば
、

二
〇
〇
八
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
発
効

後
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
の
な
か
で
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
⑴
。
近
時
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

制
度
強
化
論
が
実
現
す
れ
ば
、
ジ
ャ
カ

ル
タ
が
さ
ら
に
重
み
を
増
す
可
能
性
が

高
い
。
本
稿
で
は
、
筆
者
の
四
年
間
の

ジ
ャ
カ
ル
タ
駐
在
で
の
見
聞
を
元
に
、

二
〇
一
五
年
時
点
で
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
⑵
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局

　

ジ
ャ
カ
ル
タ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
の

な
か
で
特
別
の
地
位
を
占
め
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
源
泉
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局

の
存
在
に
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局

は
、
一
九
七
六
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
設

置
さ
れ
た
常
設
機
関
で
あ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
憲
章
の
発
効
に
と
も
な
う
権
限
拡

充
・
人
員
拡
充
を
受
け
、
事
務
総
長
、

四
名
の
事
務
次
長
以
下
、
約
三
〇
〇
名

の
職
員
を
擁
す
る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別

州
南
部
に
七
階
建
て
の
ビ
ル
を
有
し
て

お
り
、
同
ビ
ル
で
は
、
日
々
、
多
数
の

会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年

時
点
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
会
合
一

二
〇
〇
本
の
う
ち
、
実
に
半
数
以
上
の

七
〇
〇
本
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
開
催
さ
れ

た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
存
在
は
、

緊
急
時
に
も
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
二

〇
〇
八
年
一
二
月
、
タ
イ
国
内
政
治
の

事
情
に
よ
っ
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議

が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
際
、
ス
リ
ン
事

務
総
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
緊
急
外

相
会
議
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

事
務
局
ビ
ル
で
開
か
れ
、
事
な
き
を
得

た
（
こ
の
会
議
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が

発
効
）。
緊
急
時
の
会
議
が
す
べ
て
ジ

ャ
カ
ル
タ
で
開
催
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
存
在
が
、

ジ
ャ
カ
ル
タ
開
催
に
正
統
性
を
与
え
て

い
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
建
物
の
な
か

に
は
、
多
く
の
関
連
機
関
が
事
務
所
を

構
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
概

ね
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。
ま
ず
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ネ
ス
諮
問
委
員
会

（
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｃ
）
事
務
局
な
ど
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
関
連
機
関
で
あ
る
⑶
。
こ
れ
ら
の

機
関
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
と
は
別

個
の
組
織
で
あ
り
、
予
算
的
に
も
独
立

し
て
い
る
が
、
物
理
的
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

事
務
局
ビ
ル
の
な
か
に
居
を
構
え
て
い

る
。
第
二
グ
ル
ー
プ
は
、
域
外
国
の
援

助
機
関
で
あ
る
（
詳
細
、
後
述
）。
第

三
グ
ル
ー
プ
は
国
際
機
関
で
あ
る
（
詳

細
、
後
述
）。
多
く
の
機
関
が
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
事
務
局
内
部
（
ま
た
は
近
辺
）
に

事
務
所
を
構
え
て
い
る
こ
と
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
、
業
務
の

効
率
化
に
貢
献
し
て
い
る
。
同
時
に
、

実
務
的
な
調
整
が
、
物
理
的
に
ジ
ャ
カ

ル
タ
で
行
わ
れ
る
結
果
に
結
び
つ
い
て

い
る
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
委
員
会

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
委
員
会
（
Ｃ

Ｐ
Ｒ
）
は
、
二
〇
〇
八
年
に
発
効
し
た

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
一
二
条
に
基
づ
き
設

置
さ
れ
た
常
設
機
関
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
各
国
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
在
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
大
使
と
は
別
に
、
大
使
級
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
を
派
遣
し
て
い

る
。
常
駐
代
表
部
の
多
く
は
、
在
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
大
使
館
内
に
附
置
さ
れ
て
い

る
が
、
タ
イ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
よ
う
に
、

物
理
的
に
も
大
使
館
と
独
立
し
た
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
を
設
置
す
る
国
も
出
て

き
た
。
常
駐
代
表
の
機
能
は
、
基
本
的

に
行
政
的
機
能
で
あ
り
、
①
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
事
務
局
の
予
算
管
理
、
②
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
組
織
に
関
す
る
諸
規
則
の
策
定
、

③
各
国
外
務
省
内
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
国
内
事
務
局
と
の
連
絡
な
ど
を

果
た
す
。
こ
れ
に
加
え
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

憲
章
で
は
、
④
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
理

事
会
・
分
野
別
閣
僚
会
議
の
補
助
、
⑤

域
外
国
と
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
協
力
の

円
滑
化
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
た
（
参

考
文
献
①
）。

　

憲
章
発
効
後
、
七
年
を
経
た
現
在
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
が
果
た
す
役
割

は
、
徐
々
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
。
第

一
に
、
首
脳
会
議
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に

つ
い
て
高
級
実
務
者
会
合
（
Ｓ
Ｏ
Ｍ
）

の
前
段
階
と
し
て
調
整
に
携
わ
っ
て
い

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
に
お
け
る

ジ
ャ
カ
ル
タ
の
位
置
づ
け

福
永
　
佳
史
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る
。
Ｓ
Ｏ
Ｍ
と
Ｃ
Ｐ
Ｒ
の
関
係
は
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
上
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

当
初
は
、
政
策
的
調
整
は
Ｓ
Ｏ
Ｍ
で
行

い
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
行
政
的
機
能
に
特
化
す

る
と
の
考
え
も
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五

年
時
点
で
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
が
Ｓ
Ｏ
Ｍ
を
補

助
す
る
機
関
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
第
二
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

と
対
話
国
と
の
五
カ
年
行
動
計
画
（
Ｐ

Ｏ
Ａ
）
が
、
主
に
Ｃ
Ｐ
Ｒ
を
通
じ
て
ジ

ャ
カ
ル
タ
で
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
Ｃ

Ｐ
Ｒ
は

外
国
と
の
関
係
で
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
第
三
に
、
Ｃ

Ｐ
Ｒ
そ
の
も
の
の
権
能
で
あ
る
か
否
か

は
さ
て
お
き
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表

が
構
成
す
る
各
種
委
員
会
が
生
ま
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
に
策
定

さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
連
結
性
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
実
施
に
か
か
る
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
連
結
性
調
整
委
員
会
」（
Ａ
Ｃ
Ｃ

Ｃ
）
の
メ
ン
バ
ー
は
、
基
本
的
に
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
が
務
め
て
い
る
。
唯

一
の
例
外
が
タ
イ
で
あ
り
、
本
国
か
ら

外
務
省
職
員
が
出
席
し
て
い
る
。
こ
の

結
果
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
が
連
結
性
に
か
か
る
政

策
調
整
を
行
う
権
能
を
持
ち
始
め
て
い

る
。
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
会
合
自
体
は
ジ
ャ
カ
ル

タ
以
外
の
都
市
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
会
議
に
向

け
た
事
前
調
整
な
ど
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

行
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
、
行

政
的
機
能
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
徐
々
に

政
策
調
整
機
能
を
発
揮
し
始
め
て
い
る

と
い
え
る
。
他
方
、
以
下
の
二
点
に
は

留
意
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
主
要
な
意
思
決
定
は
、
首
脳

会
議
・
外
務
大
臣
会
議
・
経
済
大
臣
会

議
等
で
行
わ
れ
て
い
る
⑷
。
こ
れ
ら
の

会
議
は
、
議
長
国
持
ち
回
り
制
（
二
〇

一
五
年
は
マ
レ
ー
シ
ア
）
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

役
割
は
補
助
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

第
二
に
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
各
国

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
に
所
属
す
る
職
員

は
、
外
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
職
員
で

あ
り
、
外
務
省
以
外
の
省
庁
が
担
当
す

る
政
策
課
題
に
つ
い
て
の
調
整
機
能
は

極
め
て
低
い
。

●
域
外
国
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
大
使

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
が
常
駐
代
表
を
ジ

ャ
カ
ル
タ
に
設
置
し
た
こ
と
を
受
け
、

二
〇
一
〇
年
の
米
国
を
皮
切
り
に
、
域

外
国
に
も
、
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
と

は
別
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
大
使
を
派
遣
す
る

国
が
増
え
て
き
て
い
る
。
本
稿
執
筆
時

点
ま
で
に
、
専
従
か
つ
常
駐
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
大
使
を
派
遣
し
て
い
る
の
は
、
米

国
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン

ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
、
Ｅ
Ｕ

も
二
〇
一
五
年
中
に
専
従
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
大
使
を
派
遣
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表

部
を
立
ち
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

　

わ
が
国
は
、
二
〇
一
一
年
に
在
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
大
使
館
内
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代

表
部
を
設
置
し
た
。
現
在
、
外
務
省
以

外
か
ら
も
ア
タ
ッ
シ
ェ
が
派
遣
さ
れ
て

お
り
、
総
勢
一
〇
名
以
上
と
、
各
国
代

表
部
と
比
較
し
て
充
実
し
た
体
制
を
と

っ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
の
存
在
は
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
の
地
位
向
上
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
と
お
り
、

各
国
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
は
、
五
カ
年

行
動
計
画
な
ど
、
重
要
な
文
書
に
つ
い

て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
常
駐
代
表
お
よ

び
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
と
の
調
整
機
能

を
果
た
し
て
い
る
。
同
時
に
、
見
逃
せ

な
い
の
は
域
外
国
同
士
の
調
整
で
あ
る
。

各
国
代
表
部
は
、
対
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
、

対
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
協
力
に
つ
い
て
頻
繁
に

意
見
交
換
を
し
、
支
援
事
業
の
重
複
が

生
じ
な
い
よ
う
、
調
整
を
行
っ
て
い
る

（
例
え
ば
、
防
災
分
野
）。

●
援
助
機
関

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
の
実
現
は
、
域
外

国
に
と
っ
て
も
重
要
な
関
心
事
項
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
特
に
先
進
国
は
様
々

な
形
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
に
対
す
る
支

援
事
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
事
業
実
施

を
円
滑
化
す
る
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事

務
局
内
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
で
職

員
を
派
遣
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
例

え
ば
、
米
国
国
際
開
発
庁
（
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ

Ｄ
）
は
バ
ン
コ
ク
を
東
南
ア
ジ
ア
の
地

域
拠
点
と
す
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
支
援

事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
内
に
配
置

す
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局

か
ら
徒
歩
五
分
程
度
の
場
所
に
、
よ
り

大
き
な
事
務
所
を
設
置
し
て
い
る
。
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
内
に
何
ら
か
の
形
で

職
員
を
派
遣
し
て
い
る
の
は
、
米
国
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
Ｅ
Ｕ
、

日
本
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
日
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
基
金
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
チ

ー
ム
に
加
え
、
農
林
水
産
省
に
よ
る
支

援
事
業
を
行
う
た
め
、
三
名
の
日
本
人

が
駐
在
し
て
い
る
⑸
。
な
お
、
国
際
協

力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

事
務
局
か
ら
車
で
一
〇
分
程
度
の
位
置

に
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
事
務
所
内
に
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
を
置
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
援
助
機
関
関
係
者
が

一
カ
所
に
駐
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
義

は
大
き
い
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
内
に

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務

局
職
員
と
の
意
見
交
換
・
調
整
が
円
滑

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
援
助

機
関
関
係
者
同
士
で
も
日
常
的
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
素
地
が
で
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ＡＳＥＡＮ外交におけるジャカルタの位置づけ

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
各

機
関
と
も
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
の
出
張

が
多
い
た
め
、
顔
を
あ
わ
せ
る
機
会
は

さ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
毎
月
一
回
の
定

例
で
イ
ン
プ
レ
メ
ン
タ
ー
ズ
・
ラ
ン
チ

と
呼
ば
れ
る
会
合
が
開
か
れ
、
各
事
業

の
実
施
状
況
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
や

Ｃ
Ｐ
Ｒ
と
の
関
係
で
の
諸
手
続
き
の
進

め
方
に
つ
い
て
、
情
報
交
換
が
行
わ
れ

て
い
る
⑹
。

●
国
際
機
関

　

援
助
機
関
に
加
え
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を

支
援
す
る
国
際
機
関
の
存
在
も
重
要
で

あ
る
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
東
ア
ジ
ア

首
脳
会
議
で
の
決
定
に
基
づ
き
、
東
ア

ジ
ア
・
ア
セ
ア
ン
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー

（
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ
）
が
設
置
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ａ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
統
合
・
東

ア
ジ
ア
経
済
統
合
を
支
援
す
る
研
究
機

関
で
あ
り
、
同
首
脳
会
議
で
の
決
定
に

基
づ
き
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務

局
内
に
本
部
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
国
際
機
関
が
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ベ
ー
ス
で
職

員
を
派
遣
す
る
場
合
も
あ
る
。

国
連
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
社

会
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ａ

Ｐ
）、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
な

ど
の
例
が
あ
る
。
ジ
ャ
カ
ル

タ
市
内
に
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
東

南
ア
ジ
ア
事
務
所
も
設
置
さ

れ
て
い
る
。
同
事
務
所
は
、

二
〇
一
四
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
閣

僚
会
議
（
議
長
・
安
倍
首

相
）
に
お
い
て
、
わ
が
国
が

主
導
し
て
作
成
し
た
東
南
ア

ジ
ア
地
域
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
執

行
を
受
け
持
つ
。

　

世
界
銀
行
を
筆
頭
に
、
対

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
支
援
を
行
っ
て

い
る
国
際
機
関
は
他
に
も
あ

る
が
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
事
務
所
に
特
別
の

位
置
づ
け
は
な
く
、
事
業
ご
と
に
、
本

部
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
事
務
所
、
そ
の
他
の

国
別
事
務
所
が
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
改
革
と
ジ
ャ
カ
ル
タ

　

二
〇
一
四
年
一
一
月
に
開
か
れ
た
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

制
度
・
組
織
強
化
に
関
す
る
ハ
イ
レ
ベ

ル
・
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
・
レ
ポ
ー
ト

を
承
認
し
た
⑺
。
同
レ
ポ
ー
ト
の
施
策

を
実
施
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
に
お
け
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

地
位
は
、
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
⑻
。

　

第
一
に
、
急
増
す
る
業
務
量
に
対
応

す
る
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
職
員

数
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
る
（
三
〇
〇
人

か
ら
四
五
〇
人
に
増
員
）。
し
か
し
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
予
算
に
は
限
界

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
増
員
分
職
員
の
多

く
は
、
各
国
政
府
か
ら
の
出
向
者
で
埋

め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
現
時
点
で

は
、
基
本
的
に
出
向
者
は
ほ
と
ん
ど
お

ら
ず
（
ベ
ト
ナ
ム
を
除
く
）、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
事
務
局
の
中
立
性
が
維
持
さ
れ
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
出
向
者
が

一
〇
〇
人
単
位
で
勤
務
す
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
性
格
自

体
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、
各
国
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
に
、

経
済
共
同
体
・
社
会
文
化
共
同
体
の
担

当
官
（
ア
タ
ッ
シ
ェ
）
が
派
遣
さ
れ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
が

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
部
に
派
遣
し
て
い
る

職
員
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
外
務
省
職
員

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｐ
Ｒ
に
よ

る
政
策
調
整
機
能
が
徐
々
に
発
揮
さ
れ

は
じ
め
て
い
る
と
は
い
え
、
経
済
共
同

体
・
社
会
文
化
共
同
体
へ
の
関
与
は
弱

い
。
ア
タ
ッ
シ
ェ
が
拡
充
す
れ
ば
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
で
の
政
策
調
整
の
幅
が
広
が

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
状
を
踏
ま

え
れ
ば
、
ア
タ
ッ
シ
ェ
派
遣
の
動
き
は
、

ゆ
っ
く
り
と
し
た
動
き
と
な
る
と
思
わ

れ
る
が
、
ア
タ
ッ
シ
ェ
の
数
が
ク
リ
テ

ィ
カ
ル
・
マ
ス
を
超
え
れ
ば
、
一
気
に

ジ
ャ
カ
ル
タ
で
の
議
論
が
増
え
る
で
あ

ろ
う
。
他
方
、
一
言
で
経
済
共
同
体
・

社
会
文
化
共
同
体
と
い
っ
て
も
、
そ
の

な
か
に
は
極
め
て
多
様
な
省
庁
が
関
与

す
る
政
策
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
人
二

人
の
ア
タ
ッ
シ
ェ
で
カ
バ
ー
す
る
の
は
、

事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ま
ず
は
連
絡
要
員
的
な
機
能
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第

三
に
、
会
議
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
ま
た
出
張
に
か
か
る
コ
ス
ト
・
時

間
を
節
約
す
る
た
め
に
、
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
と
の
構
想
が
あ

る
。
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に

よ
り
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
内
に
関
係
者
が

ASEAN 事務局の外観（撮影：山本恭太氏）
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集
ま
る
機
会
が
減
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
に
お
け
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

地
位
が
下
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か

し
、
現
時
点
で
は
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ

ム
は
構
想
段
階
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
導

入
さ
れ
る
時
期
は
大
幅
に
遅
れ
る
可
能

性
が
高
い
。

●
関
係
機
関
の
地
理
的
配
置

　

ジ
ャ
カ
ル
タ
市
内
の
地
理
に
着
目
す

る
と
、
関
係
機
関
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事

務
局
の
あ
る
ク
バ
ヨ
ラ
ン
・
バ
ル
地
区

周
辺
に
位
置
す
る
傾
向
が
あ
る
。
前
述

の
と
お
り
、
多
く
の
機
関
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
事
務
局
ビ
ル
内
に
事
務
所
を
構
え
て

い
る
。
ま
た
、
事
務
局
の
敷
地
外
で
は

あ
る
が
、
ク
バ
ヨ
ラ
ン
・
バ
ル
地
区
内

に
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部

な
ど
も
点
在
す
る
。
第
二
の
ハ
ブ
に
な

っ
て
い
る
の
が
、
ス
ナ
ヤ
ン
地
区
で
あ

る
。
ス
ナ
ヤ
ン
地
区
に
は
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
東
南
ア
ジ
ア
事
務
所
、
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
大
使
館
（
含
・
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
代
表
部
）、
タ
イ
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

代
表
部
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
カ
ル
タ
事
務

所
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
を
含
む
）
が
居

を
構
え
る
。
他
方
、
警
備
や
経
済
合
理

性
等
の
理
由
か
ら
、
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

大
使
館
内
に
附
置
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
代
表
部
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
外

務
省
に
近
い
位
置
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
カ

ル
タ
市
の
中
心
部
に
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
南
部
に
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
関
連
機
関
が
一
定
以
上
集
積
し

た
場
合
、
ま
た
ア
タ
ッ
シ
ェ
の
増
加
に

よ
り
人
員
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
場
合
、

大
使
館
と
は
別
の
位
置
に
代
表
部
を
構

え
る
国
が
増
え
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

●
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
が

本
部
を
置
く
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
い
う
地
理

に
着
目
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
に
お
け

る
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

論
じ
た
。
二
〇
〇
八
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

憲
章
発
効
を
受
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務

局
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
Ｃ
Ｐ
Ｒ
が

設
置
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｒ
は
徐
々
に
権
能

を
拡
大
し
て
お
り
、
一
部
領
域
で
は
政

策
的
調
整
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を

受
け
、
対
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
支
援
の
た
め
に

ジ
ャ
カ
ル
タ
市
南
部
に
事
務
所
を
持
つ

域
外
国
援
助
機
関
・
国
際
機
関
も
増
え

て
き
た
。
同
時
に
、
膨
れ
あ
が
っ
た
会

議
数
は
、
業
務
効
率
化
の
要
請
を
生
み

出
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
改
革
の
取
り
組
み

が
、
会
議
運
営
等
の
さ
ら
な
る
ジ
ャ
カ

ル
タ
集
中
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

引
き
続
き
、
最
も
重
要
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
政
策
は
議
長
国
（
持
ち
回
り
制
）
で

開
か
れ
る
首
脳
会
議
・
外
務
大
臣
会
合
、

経
済
大
臣
会
合
等
で
決
定
さ
れ
る
と
は

い
え
、
中
期
的
な
視
点
で
み
る
と
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
交
に
お
け
る
ジ
ャ
カ
ル
タ

の
性
格
が
、
不
可
逆
的
な
変
化
を
遂
げ

つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
ふ
く
な
が　

よ
し
ふ
み
／
経
済
産
業

研
究
所
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
、

元
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ
上
級
政
策
調
整
官
）

《
注
》

⑴ 

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
組
織
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、

参
考
文
献
①
参
照
。

⑵ 

本
稿
は
、
筆
者
の
四
年
間
の
経
験
お

よ
び
関
係
者
と
の
意
見
交
換
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
日
本
国
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
代
表
部
の
鴨
川
央
書
記
官
、

同
・
朝
倉
大
輔
書
記
官
お
よ
び
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ａ
の
山
本
恭
太
総
務
部
次
長
に
多

く
の
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て

謝
し
た
い
。

⑶ 
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
内
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
基
金
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
道
的
支

援
調
整
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
存
在
す
る
。

⑷ 

Ｓ
Ｏ
Ｍ
・
経
済
高
級
実
務
者
会
合

（
Ｓ
Ｅ
Ｏ
Ｍ
）
と
い
っ
た
主
要
な
事

務
レ
ベ
ル
会
合
も
、
議
長
国
持
ち
回

り
制
の
も
と
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

⑸ 

厳
密
に
は
日
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
基
金

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
事
務
局
の
一
部
局
を
構
成
し
て

お
り
、「
援
助
機
関
」
と
は
位
置
づ

け
ら
れ
な
い
が
、
類
似
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。

⑹ 

援
助
機
関
で
は
な
い
が
、
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ

も
イ
ン
プ
レ
メ
ン
タ
ー
ズ
・
ラ
ン
チ

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

⑺ 

同
レ
ポ
ー
ト
は
非
公
表
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
の
一
部
は
専
門
家
の
ブ
ロ

グ
等
で
外
部
に
出
て
い
る
。
本
節
は
、

参
考
文
献
②
に
基
づ
く
。

⑻ 

こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
ジ
ャ
カ
ル

タ
の
重
要
性
に
影
響
を
与
え
る
項
目

に
限
定
し
て
論
じ
る
。

《
参
考
文
献
》

① 

鈴
木
早
苗
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る

組
織
改
革
―
―
憲
章
発
効
後
の
課

題
」（
山
影
進
編
『
新
し
い
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇

一
一
年
）。

② Sim
, Edm

und, 
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